
令和６年度随意契約一覧表【生涯学習部】

令和６年４月１日から令和６年６月３０日までの随意契約

担当課 契約名 契約日 契約相手方 契約金額（円） 契約内容の概要 該当条文 業者選定の理由

生涯学習課
令和6年度富田林市体育協会事業
業務

令和6年4月1日 富田林市体育協会 契約日の翌日 ～ 令和7年3月31日 2,656,900
富田林市民体育大会、大阪府総合体育大会、富田林市民マラ
ソン大会運営業務

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

富田林市体育協会は市民の体力向上と健全なるスポーツ精神の高揚を図ることを目的
とし、設立されています。永年の活動によりあらゆる大会の運営に精通している。ま
た連盟の活動も営利を目的としておらず、富田林市体育協会の目的及び事業内容が本
件委託内容と合致するため。

生涯学習課
富田林市公共施設案内・予約シ
ステムサービス利用

令和6年4月1日 株式会社ＴＫＣ 令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日 891,000
きらめき創造館、中央公民館、多文化共生・人権プラザの施
設予約を行う、富田林市公共施設案内・予約システムサービ
スの利用契約です。

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

システムを構築・カスタマイズした業者であり、本市の現在のシステムの状況を熟知
しており、システムの安定した稼働のためには同者と契約を締結するのが最適である
ため。

生涯学習課
きらめき創造館通話録音装置購
入

令和6年4月15日
株式会社スイタ情報シス
テム　大阪本社 ― ～ 令和6年6月30日 990,000

きらめき創造館の電話機に録音機能をつけるための機器の購
入及び設定

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

機器の導入業者であり、本市の機器の設定や構成・配線等を熟知し、障害発生時等に
迅速に対応することが可能なため。

生涯学習課
富田林まちかどミュージアム
ミューラル制作等業務

令和6年6月10日
ＷＡＬＬ ＳＨＡＲＥ株
式会社

契約日の翌日 ～ 令和7年3月31日 4,345,550 富田林まちかどミュージアムミューラル制作業務
地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

今回制作を依頼する壁面は、壁面の材質がタイルで構成されており、高所での専門的
な技術を要します。同事業者は、本市の登録業者で、ミューラルを専門に制作してお
り、且つ、数多くのミューラルアーティストとの繋がりを持っている唯一の事業者で
す。令和４年度にも制作し、本業務の取組内容を最も理解し、本業務に必要な専門的
な知識や技術を備え継続的に業務の履行が可能であるため。

生涯学習課
2024富田林ドリームフェスティ
バル事業業務

令和6年6月11日
富田林スポーツコミュニ
ティ創造パートナーズ

契約日の翌日 ～ 令和6年10月31日 1,243,600 2024富田林ドリームフェスティバル開催運営業務
地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

総合スポーツ公園は、現在、指定管理者である「富田林スポーツコミュニティ創造
パートナーズ」が施設・設備を一括で保守管理しています。このことから専門的な知
識と継続性が必要であり、他社では事業運営にあたっての突発的な対応ができないな
ど、安定的な事業運営ができません。また施設・設備についての打ち合わせ等の作業
は不要となるメリットが大きいため。

生涯学習課
富田林市民プール臨時駐車場・
すばるホール駐車場警備業務

令和6年6月18日 金剛警備保障株式会社 令和6年7月21日 ～ 令和6年8月31日 1,261,260 富田林市民プール臨時駐車場・すばるホール駐車場警備業務
地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

富田林市民プールの指定管理者は、富田林市民プール臨時駐車場・すばるホール駐車
場の警備契約を同社と予定しており、すばるホールの警備契約も同社と締結されてい
ます。同社はすばるホールの警備業務に精通しており、警備員同士の連携がとれ、効
率的な警備体制をとることができ、また複数の警備会社が警備することによる混乱を
防ぐことができるため。

中央図書館
令和6年度　富田林市立中央図書
館事業の雑誌購入

令和6年4月1日
富田林市公共図書館納入
組合

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日 1,281,954 富田林市立図書館資料収集方針に基づく雑誌の購入
地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

図書・雑誌は基本的には再販価格の商品であり、どの業者においても価格は「定価販
売」を基本としており、「富田林市公共図書館納入組合」は、官公需適格組合に準じ
る組合であることと、本市に業者登録をしている市内図書販売業者が同組合員である
ため。

中央図書館
令和6年度富田林市立図書館ブッ
クスタート事業の図書購入

令和6年4月1日
富田林市公共図書館納入
組合

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日 584,100
子育て支援の一助として、４か月児健診時に絵本を配布し、
保護者に対し、乳幼児との絵本を通じたふれあいの大切さと
必要性を伝え、図書館のPRを行う為の配布絵本の購入

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

図書・雑誌は基本的には再販価格の商品であり、どの業者においても価格は「定価販
売」を基本としており、「富田林市公共図書館納入組合」は、官公需適格組合に準じ
る組合であることと、本市に業者登録をしている市内図書販売業者が同組合員である
ため。

中央図書館
令和6年度富田林市立図書館の視
聴覚資料購入

令和6年6年7日
ＬｉｂｒａｒｙＣｏｎｔ
ｅｎｔｓＳｅｒｖｉｃｅ
株式会社

契約日の翌日 ～ 令和7年3月31日 998,933 富田林市立図書館資料収集方針に基づく視聴覚資料の購入
地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

視聴覚資料の購入契約を締結する条件として「商品単体のみでなくバーコードの貼付
等の必要な付帯装備を行うことおよびデータ入力のための視聴覚資料情報も添付した
上での納入」が必要である。納入実績が豊富で条件をすべて満たした上の納入が可能
なため。

文化財課
富田林市文化財保存活用地域計
画作成支援業務

令和6年4月1日 株式会社総合計画機構 令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日 993,300

文化財等の現状や課題を改めて整理し、総合的な保存・活用
に関して、目指す目標や中長期的に取り組む具体的な内容を
記載した基本的なアクションプランである「富田林市文化財
保存活用地域計画」を令和４年度から作成しています。

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

プロポーザル方式により、本事業を委託する事業者として適当であると決定されたた
め。
この作成支援業務につきまして、これまでの文化庁との協議等にも同行し、計画素案
の文章や図、表等のデータを有する同社との契約を希望するものです。

文化財課

廿山古墳及び二本松古墳樹木伐
採、史跡新堂廃寺跡及びお亀石
古墳・錦織一里塚樹木剪定等業
務

令和6年4月19日
一般財団法人　富田林市
公園緑化協会

契約日の翌日 ～ 令和7年2月15日 2,224,200

本業務は、市内の文化財を対象に行うもので、貴重な文化財
を後世に保存維持するため、業務実施には十分な配慮が必要
である。
一般財団法人富田林市公園緑化協会は、樹木が周囲に与える
影響等を十分に理解しており、樹木医としての専門知識を
持っている。併せて、これまでも文化財の樹木剪定業務等の
維持管理作業を実施していることから、長年積み上げてきた
ノウハウがあり、状況を熟知している。

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

樹木が周囲に与える影響等を十分に理解し、樹木医としての専門知識を持っており、
これまでも文化財の樹木剪定業務等の維持管理作業を実施しているため。

文化財課 古墳等除草及び側溝清掃業務 令和6年5月8日
公益社団法人　富田林市
シルバー人材センター

契約日の翌日 ～ 令和7年3月31日 2,353,336

本業務は、新堂廃寺跡、彼方丸山古墳など貴重な文化財を保
存維持するために十分な配慮が必要である。これまで長年に
わたり作業を実施してきた、公益社団法人富田林市シルバー
人材センターは、この業務遂行についてのノウハウを有し、
作業者の指導に習熟している。

地方自治法施行
令167条の２第
１項第３号

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により、公益社団法人富田林市シルバー人材
センターを積極的に活用するため。

文化財課
令和6年度富田林市文化財デジタ
ルアーカイブシステム利用

令和6年4月1日
ＴＲＣ－ＡＤＥＡＣ株式
会社

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日 554,400
富田林市が所有する史資料等のデジタルデータは、クラウド
サービス「ADEAC」を利用しインターネット上に公開してい
る。年度ごとに利用契約を締結している。

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

富田林市文化財デジタルアーカイブはクラウドサービス「ADEAC」を使用しており、
その利用にはTRC-ADEAC株式会社との契約が必要です。

契約期間（納入期限日）
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文化財課
山中田3号墳等出土資料保存処理
業務

令和6年6月27日
公益財団法人　元興寺文
化財研究所

契約日の翌日 ～ 令和7年3月24日 748,000
業務対象となる山中田３号墳等の鉄製品は、長期間にわたっ
て土中に埋蔵されていたものであり、発掘調査で出土した貴
重な資料を保存活用するために、処理作業を行う。

地方自治法施行
令167条の２第
１項第２号

重要資料に対して行う業務であり、分析・処理を行う様々な設備を備えていることが
求められるほか、長年の実績に裏打ちされた作業員の高度な専門知識・技術が必要で
あるため。


